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大阪・関西万博について



開催概要

⚫大阪・関西万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」を体現する様々な参加形態や事業、会場のデザインを含む

会場計画、運営計画、資金計画等をまとめた協会のマスタープラン「基本計画」を2020年12月25日策定・公表

⚫基本計画に基づき、参加国、国際機関への招請活動や企業・団体・自治体・市民団体等の参加と共創を促進するとともに、

各事業の実施計画の策定や具体的な取り組みを推進

名 称 ２０２５年日本国際博覧会（略称：大阪・関西万博 ）

テーマ いのち輝く未来社会のデザイン

サブテーマ Saving Lives（いのちを救う）

Empowering Lives（いのちに力を与える）

Connecting Lives（いのちをつなぐ）

コンセプト People's Living Lab（未来社会の実験場）

会 場 夢洲(ゆめしま)（大阪市此花区）

開催期間
想定来場者数

2025年4月13日～10月13日

2,820万人

2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）開催概要

（累計来場者数 29,017,924人 うちAD証入場者数 3,438,938人）
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〇来場者数 2,902万人（AD証入場者除き2,558万人）

1日平均来場者数15.8万人（AD証入場者除き13.9万人）

〇公式参加者 158の国と地域、7つの国際機関が参加

〇会場の主要イベント施設で行われたイベント 5,473回

〇入場チケット販売数（累計） 22,251,054枚

〇開催の経済波及効果（開催実績を踏まえ暫定的に試算） 約3.6兆円(※)

2025年12月25日に開催された「2025年日本国際博覧会成果検証委員会 」で報告
(※)経済効果試算の内訳は、会場内インフラやパビリオン等の建設投資、会場内の運営・イベントに係る支出、来場者の買い物や飲食、宿泊等に

係る消費等。アンケート等を用いて試算の前提となるインプット数値を推計している（なお、インプット数値には閉幕後の解体費用などは含
んでおらず、精算後に数値が変動する可能性有）

大阪・関西万博の開催状況



大阪・関西万博における安全対策
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防災実施計画の策定
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防災実施計画の概要



（１）組織体制（危機管理センター等）



（2）組織体制（災害対策本部）



（3）台風への対応



（4）落雷への対応



（5）猛暑への対応



（6）地震・津波への対応



（7）水・食料等物資の備蓄



（8）船舶による代替輸送及び緊急時の傷病者搬送



参加者、出展者との情報共有

関係者ポータル
・博覧会協会と参加者、出展者などの関係者が情
報共有、連絡、届出等を行うためのプラット
フォーム（日本語・英語）を構築、運用。

スマートフォンアプリ WhatsApp
・博覧会協会と参加者、出展者などの関係者が
日々の開館・閉館や緊急連絡などを行う
コミュニティを設置、運用。
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来場者への広報・情報提供

大阪・関西万博公式webサイト
「防災・安全」ページ

万博を守る⑦つのポイント
(チラシ)



公式ウェブサイト
・日本語/英語で公開
他言語（中国語、韓国語、フランス語、スペイ
ン語は日本語ページを機械翻訳して表示）

来場者への広報・情報提供（外国語対応）

場内アナウンス、デジタルサイネージ
・日本語/英語

デジタルサイネージ
・日本語/英語を交互に表示
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会期中の安全確保状況(1)

会期中危機管理センターを中心に、各機関と連携して会場内の安全を確保。公式参加者とは、隔週開催のセキュリティ
ブリーフィングにおいて情報交換を実施。

１ 警備
・協会警備隊（1日約２,０００人）が、東西ゲート、会場内、各イベント、会場周囲、
協会施設を警戒し、雑踏の整理、傷病者の搬送等に従事。

・事故・トラブル等は５９３件。傷病者搬送は約１２，０００件、国内外要人３６４人の
周辺を警戒。

２ 防災
・気象状況を常時監視し、雷雲の接近や強風に伴う来場者のリング上からの避難措置等を
実施（雷雲１９回、強風８回）。

・大規模災害に備え、会場内に９０万食の食料・水等を備蓄。８月１３日の大阪メトロ
運行支障に伴い飲料水を配布。

３ 医療救護
・会場内８か所の医療救護施設において２４，３６６人（１日平均１３２人）の傷病者に
対応（場外搬送６７３名）。ＡＥＤによる蘇生は４名。

・救護隊、軽EV救急車により迅速な対応を実現。
・熱中症様の症状を訴える人の増加に伴い、休憩所を追加設定。熱中症疑いと医師の診断
を受けた方は７３２名、うち場外に搬送された方は８８名。
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会期中の安全確保状況(2)

４ 会場衛生
・会場内サーベイランス（関係従事者の健康管理情報、診療概況サーベイランス）を実施、
麻しん患者（１名）発生時に接触者の健康観察を実施し新たな感染者の発生なし。

５ 会場内他機関の活動状況

会場警察隊
（大阪府警察）

会場内の警戒や周辺交通対策に従事し、刑法犯１４７
件、特別法犯３０件を認知。交通事故は３６８件。会
期中に２６２件の警衛・警護を実施。

万博消防センター
（大阪市消防局）

火災３件、救助６件、救急搬送７４７人、自火報発報
や異臭事案に対応したほか、各施設に対する防火指導
も実施。

海上保安庁
巡視船艇が周辺海域を警戒し、会場に接近する船舶に
対して３１９件の注意喚起等を実施。

会場衛生監視センター
（大阪市保健所）

飲食店や各施設の立入検査を実施（食中毒発生なし）。
レジオネラ属菌の指針値超過事例は１件。



会期中の災害等事案

大阪メトロ中央線運行支障に伴う対応
・2025年8月13日に大阪メトロ中央線（会場に乗り入れる唯一の鉄道路線）の一部区間が運行停止
となった。

・雑踏事故が懸念されるなか、夢洲駅を利用する来場者には会場内で待機いただくよう場内放送で
アナウンスを行った。その後、一部区間の運行再開に伴い、運行状況と夢洲駅の混雑状況を場内
放送でアナウンスするとともに、パビリオン運営主体の協力もいただき、会場内の一部建物を開
放して屋内で休憩できるようにした。

・協会の対応について検証を行ったところ、以下３点の課題があった。

①情報発信のタイミング
や内容選定、発信方法

来場者目線で欲しい情報をタイムリーに発信できるよう、事案発生後、速やかに
情報発信の責任者を任命。公式WEB、X、 Visitors、場内アナウンス等でなるべ
く同時に、日英で頻度を増やして発信。東ゲート「MEGA CANVAS（メガキャン
バス）」においても、緊急時に来場者に対して各種情報を提示。

②会場内に留まる来場者
へ提供するサービスや
会場内待機以外の選択
肢の検討

来場者の滞留場所となり得る場内施設との事前協議を実施。災害対応に早期に 切
り替えることで、場内に留まる方に物資やサービスを迅速に提供。自家用車での
ピックアップについて、舞洲P&R駐車場や障がい者用駐車場を活用すること等の
代替交通手段に関する運用を整理。

③協会内危機管理体制の
整備、協会外の関係者
との連絡体制の再確認

交通障害時にも、災害対策本部を設置することとする。また、大阪府・大阪市へ
一時滞在施設などの協力要請をするとともに、メトロなどの関係機関との連絡体
制の再確認、有事の対応に関する認識合わせ。 



サステナブルな万博開催にむけた取組



２０２５年日本国際博覧会基本計画（2020年12月公表）における持続可能性の取組

基本計画では、持続可能な万博運営にむけた取組として、

「サステナブルな万博運営」「インクルーシブな万博運営」について記載。

 会期前の計画段階から会期中、会期後にわたり、脱炭素社会の

構築や循環型社会の形成、自然との共生や快適な環境の確保に

取り組み、サステナブルな万博運営を実現する。

 温室効果ガスの排出抑制に取り組むとともに、リユース・リサイ

クル可能な部材の活用等3Rに取り組み、資源の有効利用を図る。

 世界各国、多様な人々の協力により成立する万博では、来場者や

スタッフを含む多種多様な参加者が安心して参加できる環境を整

え、本万博から多様な考え方を発信できるよう、インクルーシブな

万博運営を実現する。

 本万博に携わるスタッフの就業環境の整備等、参加者一人一人

を尊重した万博運営を目指す。

サステナブルな万博運営 インクルーシブな万博運営

持続可能性管理システム（ESMS）

大阪・関西万博では、イベントの持続可能性管理システム（Event Sustainability Management System, 

ESMS）を構築、202３年4月から運用中。 2024年8月に国際標準規格ISO20121の認証を取得。

※ISO20121：イベント運営における環境影響の管理に加えて、その経済的、社会的影響についても管理することで、イベントの持続可能性を
 サポートするためのマネジメントシステム（ESMS）の国際標準規格。



持続可能性に配慮した調達コード

持続可能性に配慮した物品・サービスの購入によるSDGs達成への貢献

プラスの効果の拡大

⚫ 博覧会協会が持続可能性に配慮した物品やサービスを調達すると表明し、そ
のためのルール（調達コード）を策定・公表することで、万博に物品やサービス
を供給する事業者等にとって、持続可能性（環境・社会・経済）への配慮指
針が明確となる。

⚫ SDGs達成を掲げる万博のイメージ・信頼性が強化されるとともに、事業者の持
続可能性の取組が促され、事業者と社会全体にプラスの効果を生み出すこと
ができる。

マイナスの影響の防止

⚫ 万博が調達する物品やサービスに環境面や社会面での問題があると、マスメ
ディアやSNSで取り上げられ、SDGs達成を掲げる万博や企業のレピュテーショ
ン(評判)リスクに繋がるおそれがある。

⚫ 事前に持続可能性に配慮した調達コードを設けることで、環境や社会面で問
題のある物品やサービスを調達するリスクを低減できる。

出典：公益社団法人2025年日本国際博覧会協会 「基本計画」、
国際連合広報センター
https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_dev
elopment/sustainable_development/2030agenda/

持続可能性に配慮した調達コードに則った調達を行うと、事業者におけるSDGsの取組が
促されるとともに、SDGsの考え方に反した物品やサービスを調達するリスクが低下します。

https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/
https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/


持続可能性に配慮した調達コード

通報者 件数

当事者 12

第三者 2

種別 件数

人権 3

労働 3

経済 11

(通報者の属性) (通報の種別)
※重複あり

通報受付窓口のご案内（日本語、英語、フランス語）

調達コード個別基準「木材」の遵守状況に関して、大屋根リング木材の調達
ルート、認証材使用などについて施工者に確認

大屋根リング全体の木材使用量 約2.7万m3

・国産材 約7割（約1.8万m3 ）
⇒認証材（SGEC/PEFC）が一部、その他は調達コード個別基準「木材」
の   別紙（認証材以外の証明方法）により基準を満たす木材であること
を確認

・外国産材 約3割（約0.9万m3 ）
⇒全数が認証材（PEFC）

【取組状況】 【実績】

(受付した通報の例)

2022年6月 調達コード策定、公表

博覧会協会が調達する物品・サービス及びライセン
ス商品の全てを対象

2024年 遵守に関する取組状況を確認するため、

協会発注建築工事、パビリオン、ライセンス事業
者、ユニフォーム製造事業者を対象にヒアリングを
実施

 〃 7月～ 通報受付窓口を設置、９か国語*の説明
資料を作成、1,000以上の関係者に周知

*日本語、英語、フランス語、ベトナム語、タイ語、スペイン語、
   ポルトガル語、中国語（簡体）、中国語（繁体）

調達コードに係る通報受付窓口における通報受付の状況

受付件数 14件 （2026年2月時点）



人権に関する取組の方向性

⇒協会内でも、人権方針を策定し、人権DD（デュー・ディリジェンス）を実施して人権尊重の姿勢を示すことは必須。

（具体の取組） ・人権方針策定と遵守

・人権に関する負の影響（人権リスク）評価の実施

・人権への負の影響を防止、軽減する方策（研修の実施等）

・人権に関する通報受付窓口の設置（救済へのアクセス）

【目指すべき方向】
国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に則った万博運営を実現する。

持続可能な大阪・関西万博開催にむけた方針（2022年4月公表）抜粋

・持続可能性有識者メンバー（弁護士や企業役員などから構成）と意見交換を重ね、第10回持続可能性有識者委員会

にて、上記につき了承を得、人権方針は総長サイン入りで日・英・仏語にて内外に向け公開（2024年4月23日）



人権方針の構成

１ 前文 ２ 人権の尊重

実施主体、責任の所在、適用範囲及び尊重する国際規範

３ 人権デュー・ディリジェンスの実施

人権DD（デューデリジェンスの実施（「人権の負の影響」の特定、是正、外部への開示）

4 ステークホルダーとの対話

ステークホルダーからの要請や考え方を把握するための対話の実施

５ 参加者やサプライヤーとの共有

公式参加者等に本方針への指示の期待と「持続可能性に配慮した調達コード」の遵守を求める。

６ 救済

関係者からの苦情に適切に対応するための枠組、負の影響への対応と救済

７ 教育・訓練

協会幹部、職員、プロデューサー、ボランティアスタッフなどへの継続的な啓発活動

８ 情報開示

博覧会協会公式ウェブサイトや年次報告書などを通じた情報開示による透明性の確保

国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、国の行動計画等も参考にしつつ、８つの柱で構成

日・英・仏語訳版あり

適用範囲：協会幹部、職員
事業者様には、方針への支持を
期待

<2024年4月制定>



博覧会協会は、大阪・関西万博のテーマ「いのち輝く未来社会の
デザイン」が実現されるために、万博に関わる一人ひとりの人権が
尊重される必要性があることを認識し、人権尊重の取組として人権
DDを実施する。
また、2030年をゴールとする「持続可能な開発目標」（SDGｓ）を

達成すべく、博覧会事業に携わるすべての人の人権を尊重するとと
もに、人権尊重に関する様々な展示や各種の催事などを通じ、テー
マに基づく多様な考え方を国内外に発信し、会期後も社会に広く普
及していくように努める。
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人権デュー・ディリジェンス（人権DD)を実施する初の万博

(2)人権に関する負の影響の予防・軽減
（人権侵害が起こらない仕組づくり）

(1)人権への負の影響（リスク）の特定
（万博運営において可能性のある人権侵害を特定）

・ESMSの構築・運用 ・ユニバーサルGL
・調達コードの運用 ・人権に関する研修
・リスクマネジメント ・協会内人権相談窓口

・事務局において負の影響を受ける可能性がある人

（ライツホルダー）を抽出し、たたき台として有識者委員会で議論

⇒人権WGにおいて特定にむけた議論

(3)チェック（評価）
（仕組がしっかりと機能しているか検証）

(4)情報提供（開示）
（協会が人権DDにどう取り組んだか公表）

・ESMSの運用
・調達コードの運用（通報受付、モニタリング）
・総合コンタクトセンターの運用
・人権WG、持続可能性有識者委員会における評価

・調達コード（通報受付、モニタリング）実施結果
・持続可能性有識者委員会（議事録公表）
・持続可能性行動計画（公表・意見募集）
・活動の開示

P D

CA

博覧会協会における人権DDの考え方

人権に関する通報受付窓口における通報受付の状況
受付件数 177件 （2026年2月時点）

通報者 件数

本人 145

家族 9

関係者/
関係団体

4

第三者 19

種別 件数 種別 件数

ハラスメント 26 子どもの権利 4

安全・衛生 33 表現の自由 2

差別 21 プライバシー 5

労働条件・労働環境 34 その他 11

障がい者の権利 46

(通報者の属性) (通報の種別)

【実績】

持続可能な大阪・関西万博開催にむけた行動計画（開催前報告書）
(2025年3月公表)



ご清聴ありがとうございました
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